
船舶事故調査報告書 

令和３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年５月１８日 １４時４０分ごろ 

発生場所 秋田県秋田船川港秋田第２区 

 秋田新北防波堤灯台から真方位０６０°１,７８０ｍ付近 

 （概位 北緯３９°４７.３′ 東経１４０°０２.３′） 

事故の概要  警備艇あおさぎは、西進中、無人で係留中の小型兼用船Sun
サ ン

 Marsh
マ ー シ ュ

Ⅱに衝突した。 

事故調査の経過 令和２年５月２５日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 小型兼用船 Sun MarshⅡ、１６トン 

   ＡＴ２－１２３０（漁船登録番号）、株式会社日沼工務店    

第２５０－５３３６０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 警備艇 あおさぎ、１０トン 

   ２９０－６６０６２秋田、内閣府、秋田県警察所属 

 乗組員等に関する情報 Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ バウスプリットに破損 

Ｂ 左舷船尾部の支柱に擦過傷 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、マリーナの桟橋に船首を北方に向けて無人で係留中、Ｂ船

が衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、Ａ船の西側にある桟橋に向

け、いつもどおりＡ船の船首との離隔距離を約２ｍとして微速力で西

進していたところ、風により左舷方に圧流され、Ｂ船の左舷船尾部が

Ａ船の船首部に衝突した。 

船長Ｂは、Ａ船と風を考慮した離隔距離を取って航行すればよかっ

たと本事故後に思った。 

分析  Ａ船は、船首を北方に向けて無人で係留中、Ｂ船が衝突したものと

考えられる。 

 Ｂ船は、西進中、風力４の北西風が吹く状況下、船長Ｂが、Ａ船と

いつもと同じ離隔距離で航行したことから、左舷方に圧流されてＡ船

に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が無人で係留中、Ｂ船が西進中、風力４の北西風が

吹く状況下、船長ＢがＡ船といつもと同じ離隔距離で航行したため、

左舷方に圧流されてＡ船に衝突したものと考えられる。 



再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、操船する際、風の影響を考慮し、係留船との離隔距離を

十分に確保すること。 

 


